
❶消費生活（訪問販売・多重債務など）　
日時 �毎週月曜〜金曜日9：30〜12：00、13：00〜16：00（第2水曜日
（9日）は午後のみ）

場所市役所1階市民広聴課内消費生活センター　
　　☎046（252）8490（電話相談も可）
❷弁護士
日時 8日・15日・22日（毎月第2・第3・第4火曜日）18：00〜20：30
　　�9日・16日・23日（毎月第2・第3・第4水曜日）13：30〜16：30
❸行政書士（遺言書等作成）
日時 10日（毎月第2木曜日）13：30〜16：30
❹分譲マンション（近隣・管理組合）
日時 11日（毎月第2金曜日）13：30〜16：30（10日まで受け付け）
❺交通事故
日時 15日（毎月第3火曜日）13：30〜16：00
❻行政（国に対する要望）
日時 17日（毎月第3木曜日）①10：00〜12：00②13：30〜15：30
場所①相模が丘コミュニティセンター②市公民館
❼不動産（取引・契約）
日時 24日（毎月第4木曜日）13：30〜16：30
❽税理士
日時 25日（1・2月を除く第4金曜日）13：30〜16：30

❾市民一般
日時毎週月曜〜金曜日8：30〜12：00、13：00〜17：15
❷〜❽予約制（電話可） 場所市役所1階市民広聴課内相談室
※�1日8：30から今月分を受け付け、いずれも定員になり次第、
締め切ります。なお、弁護士相談は1年度1人1回のみ（25分
以内）、分譲マンション相談は1時間以内、その他の相談は�
1人1回につき30分以内とさせていただきます。相談される要
点をよく整理してお越しください。
担当❶〜❾市民広聴課　☎046（252）8218　 FAX 046（252）0220
❿人権擁護委員（差別問題など）⓫女性（DVなど）
日時 �❿8日（毎月第2火曜日）13：30〜16：00（予約制）　☎046
（252）8087　 FAX 046（252）0220

　　�⓫毎週月曜〜金曜日9：00〜12：00、13：00〜17：15
　　☎046（252）8483　 FAX 046（252）0220
場所 �市役所1階人権・男女共同参画課
担当人権・男女共同参画課　☎046（252）8087　 FAX 046（252）0220
⓬駐留軍離職者
日時 17日（毎月第3木曜日）10：00〜15：00
場所市役所4階4-1会議室
担当産業振興課　☎046（252）7604　 FAX 046（255）3550
成年後見制度（⓭弁護士⓮司法書士）
日時 �⓭16日13：30〜15：15⓮23日13：30〜15：15（予約制（電話
可））※予約は座間市成年後見利用促進センター☎046
（259）7451　 FAX 046（266）2017へ。

場所 �市役所⓭1階相談室3⓮4階4-1会議室
担当地域福祉課　☎046（252）8247　 FAX 046（255）3550

⓯自立サポート
日時毎週月曜〜金曜日9：00〜16：00　
場所市役所2階地域福祉課
担当地域福祉課　☎046（252）8566　 FAX 046（252）7043
⓰障がい者就労支援
日時 �毎週月曜・火曜・木曜日10：00〜12：00、13：00〜15：00（予約
制（電話可））

場所市役所1階障がい福祉課
担当障がい福祉課　☎046（252）7132　 FAX 046（252）7043
⓱児童（子育て）
日時毎週月曜〜金曜日8：30〜17：15（電話可）
場所市役所2階こども家庭課
担当こども家庭課　☎046（252）8026　 FAX 046（255）5080
⓲ひとり親家庭⓳青少年（こども・若者）※15〜29歳対象。
日時 �⓲毎週火曜〜金曜日10：15〜11：30、13：00〜16：45（予約制
（電話可））⓳毎週水曜・金曜日9：30〜11：30、13：00〜16：00
（予約制（電話可））

場所市役所2階こども家庭課
担当こども家庭課　☎046（252）8025　 FAX 046（255）5080
⓴教育 ２１子どもいじめホットライン
日時⓴毎週月曜〜金曜日10：00〜16：00
　　 ２１毎週月曜〜金曜日8：30〜17：00（電話のみ）
場所⓴市役所5階教育研究所
担当教育研究所　☎046（259）2164　 FAX 046（252）4311
２２就学（障がい児対象）
日時 �毎週月曜〜金曜日9：00〜12：00、13：00〜16：00（予約制（電
話可））

場所市役所5階教育研究所
担当教育研究所　☎046（252）8460　 FAX 046（252）4311

10月の相談日
（祝・休日を除く）

※相談はいずれも無料です。
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10月のホームゲーム

ギラヴァンツ北九州
10月6日（日）14：00から

V SV S サンフレッチェ広島レジーナ
10月5日（土）14：00から

V SV S

Y.S.C.C.横浜
10月20日（日）14：00から

V SV S 日テレ・東京ヴェルディベレーザ
10月19日（土）14：00から

V SV S
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ホームタウン情報
ノジマステラSC相模原

担当スポーツ課　☎046（252）8177　 FAX 046（255）3550
場所相模原ギオンスタジアム（相模原市南区下溝4169）

障害基礎年金の支給 11月から東地区文化センター再開

東原コミュニティセンターの図書返却ポストを撤去

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようにな
った場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年
金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医
師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
市役所では「障害基礎年金」の相談・請求の受け付けをしています。
※�相談・請求の受け付けは予約制です。予約希望日の1カ月
前〜前日に電話または直接担当へ。予約せずに来庁された
場合、原則として当日の相談・請求の受け付けはできませ
ん。「障害厚生年金」については、問い合わせ先へお問い
合わせください。
対象次の全てを満たす方
⃝�障がいの原因となる病気やけがの初診日（初めて医師の診察を受けた日）�
が、次のいずれかの期間にある
　•国民年金加入期間
　・�20歳以下または日本在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入
していない期間（老齢基礎年金繰上受給者を除く）

⃝�障がいの状態が「障害認定日」または20歳に達したときに国民年金法の
障害等級基準を満たしている（障害者手帳の等級とは基準が異なります）
⃝�初診日前日において、保険料の未納期間が初診日前々月までの被保険者
期間で3分の1を超えていないまたは初診日前々月までの1年間に保険料
の未納がない
※�「障害認定日」は、原則初診日から1年6カ月を経過した日（1年6カ月
以内に症状が固定した場合はその日が障害認定日とみなされます）。

支給額 �▼1級＝年額102万円▼2級＝年額81万6,000円（令和6年4月から
の金額）

※�生計を維持している18歳未満の子（18歳に到達した場合はその年度中
は対象）または20歳未満で1・2級の障がいのある子がいる方は支給額に
加算をします。
請求者の年金加入歴や病歴などに応じて必要なものが異なります。詳し
くは問い合わせ先または担当へお問い合わせください。
問合厚木年金事務所☎046（223）7171（代表）
担当保険年金課　☎046（252）7035　 FAX 046（252）7043

開館時間 �▼11月1日㈮〜10日㈰＝�
9：00〜17：00（事務受付の
み）▼11月12日㈫以降＝�
9：00〜22：00（受け付け、施
設利用）

図書室 �11月12日㈫以降9：00〜17：00
（貸し出し・返却・予約）

※�リクエスト本の受け取りは、リクエスト時
に指定した場所で受け取ってください。
担当東地区文化センター
　　10月30日まで（市公民館内）
　　☎046（255）3131　 FAX 046（252）2776
　　11月1日から（東地区文化センター）
　　☎046（253）0781　 FAX 046（253）0789

東地区文化センターの再開に伴い、東原コ
ミュニティセンターに設置していた図書返却
ポストを撤去します。
なお、返却ポストは11月10日㈰21：00ま
で利用できます。
担当図書館
　　☎046（255）1211　 FAX 046（252）5704

10月に納めていただくのは
①市民税・県民税・森林環境税（第3期）②国民健康保険税（第5期）③後
期高齢者医療保険料（第4期）④介護保険料（第5期）
※�市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエン
スストア、LINE�Pay、PayPay、地方税統一QRコード（eL-QR）で納
めてください。その他使用料などのご納付もお忘れなく。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※�納期限を過ぎると、督促状を発送します。また、延滞金を納めていた
だく場合があります。
担当①について
　　　市税総務課　☎046（252）8021　 FAX 046（255）3550
　　②③について　
　　　保険年金課　☎046（252）7003　 FAX 046（252）7043
　　④について　
　　　介護保険課　☎046（252）7719　 FAX 046（252）8238

おお知知らせらせ ざまホットライン　 ざまホットライン　 Z AM A HOT LINEZ AM A HOT LINE
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●�市民文化会館はハーモニーホール座間、市民体育館はスカイアリーナ座間、市民交流プラザはプラっとざま、総合福祉センターはサニープレイス座間、
　ふれあい会館はコミュニティプラザと表記します。申し込みは、特に記載がなければ発行日以降にお願いします。


